
 

 

 

 

 

 

 
 
 

・満３歳児クラスに在籍する第２子以降のお子さん 

・「保育の必要性」があるお子さん 

※住民税未申告世帯は対象外 

注）住民税が未申告、又は以前にお住いの市町村の課税証明書の提出がない方は対象外です。 
未申告の方は速やかに住民税の申告をお願いします。町田市外に住んでいたために市町
村民税額を提示いただいていない方は、課税証明書等を添付して申請してください。 

 

 

要件 住民税課税世帯の第１子 
住民税課税世帯の 

第２子以降    

保育の必要性あり × 日額４５０円※ 

保育の必要性なし × × 

※ 月額上限１６，３００円まで。 

 

 

対象者は、在籍園で手続きしてください 

預かり保育を利用する前に、「町田市満３歳児預かり保育多子世帯補助金に係る保育要件申
告書兼委任状」を園に提出してください。 
※年度を遡って申請することはできませんので、お早めに手続きしてください。 

 
  
 

満３歳児クラスのある幼稚園・認定こども園 

相原・桜美林・開進・きそ・けいしょう・高ヶ坂・子どもの森・境川・玉川中央 

つくし野天使・フェリシア・鶴川若竹・鶴間・成瀬台・町田こばと・町田こひつじ 

町田サレジオ・町田文化・山ゆり・さふらん （２０２３年１０月現在） 

 

２０２３年１０月～ 

第２子以降の預かり保育利用料の無償化が始まります 

補助上限額 

お問い合わせ 

■対象となる児童・認定についてのお問い合わせ 

町田市 子ども生活部 保育・幼稚園課 支援係  ＴＥＬ ０４２－７２４－２１３７ 

■補助上限額についてのお問い合わせ 

町田市 子ども生活部 保育・幼稚園課 管理係  ＴＥＬ ０４２－７２４－２１３８ 

 

 

満３歳児クラス限定 

申請方法 

幼稚園・認定こども園 

対象児童 

 

対象園 


